
根室市告示第１６号 

 

 

 根室市農業振興地域整備計画（令和７年７月９日告示第７７号）の一部を変更したので、農業

振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１２条の規定により告示する。 

なお、変更後の農業振興地域整備計画書及び関係図面は根室市役所農林課において令和８年３

月１９日から令和８年４月１７日までの３０日間縦覧に供する。 

 

  令和８年３月１９日 

 

 

                          根室市長 石 垣 雅 敏 

 

 


